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巻頭言        当県における DPAT 態勢整備 

 

新潟県精神保健福祉センター 所長 阿部 俊幸  

 

この 4 月から県精神保健福祉センター所長を務めております阿部と申します。平成 19 年度から 28 年度にかけて在

籍した前回同様よろしくお願いいたします。 

さて、今回のセンター便りのテーマは近年注目されている DPAT（ディーパット、Disaster Psychiatric Assistance 

Team ;災害派遣精神医療チーム）です。阪神淡路大震災後のこころのケアを端緒とする災害後の精神保健福祉活動

は、当県における中越地震（平成 16 年）、中越沖地震（同 19 年）、東北三県を中心に広範囲が被災した東日本大震

災（同 23 年）を経て徐々に態勢が強化され、活動範囲も拡がっていきました。厚生労働省は同 26 年に DPAT 活動要

領を定め、被災が広島・岡山両県に集中した同 26 年 8 月豪雨、熊本地震（同 28 年）の頃からは、身体疾患における

DMAT 同様にすみやかに被災現地に出動し、災害によって障害された既存の精神医療システムの支援、災害のスト

レスによって新たに生じた精神的問題を抱える一般住民への対応、支援者（地域の医療従事者、救急隊員、行政職、

保健職等）の支援等を目的とした DPAT の活動が行われるようになりました。 

県内においては新潟大学精神医学教室のご指導により、統括 DPAT のもと各精神科医療機関のご協力をいただ

いて複数の DPAT 先遣隊と、被災地域が県内の場合に活動する local DPAT からなる態勢が整備されつつあります。 

今後国内で想定される災害としては地震調査研究推進本部地震調査委員会によればマグニチュード 8～9 クラス

の地震の 30 年以内の発生確率が 70～80％とされる、いわゆる南海トラフ地震に加え、北海道・東北の沖合、日本海

溝を震源とする地震の冬季における災害想定が昨年示されたことも記憶に新しいところです。それらが発生した場合

の支援に加え、県内でも内陸、沖合に櫛形山脈断層帯、月岡断層帯、長岡平野西縁断層帯等複数の断層帯が走り、

いつ思わぬ地震が発生しないとも限りません。 

県内の DPAT態勢整備のため、当センターも県障害福祉課と連携し情報収集、研修の企画等の役割を着実に果た

していくことが重要と考えています。 
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   新潟県 DPAT に関する研修会・県内 DPAT 活動について
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

「新潟県 DPAT に関する研修会」を開催しました 

新潟県福祉保健部障害福祉課いのちとこころの支援室 政策企画員 本間 直美 

DPAT（Disaster Psychiatric Assistance Team）とは、自然災害や航空機・列車事故、犯罪事件などの大規

模災害等の後、被災地域に入り、精神科医療及び精神保健活動の支援を行う専門的なチームです。 
去る令和３年 11 月６日（日）、「新潟県ＤＰＡＴに関する研修会」を国（DPAT 事務局）登録の DPAT インス

トラクター、県内 DPAT 先遣隊員、精神保健福祉センターの協力の下、開催しました。 
県内８つの精神科病院から 75 人、市町村・保健所から 43 人（災害医療・DPAT 概論までの聴講）、計 118 人が

受講し、DPAT 活動に関する基本的な知識と技能について、学びました。 
国からは、講義のみでなく、実習、演習を含め 1.5日のプログラムがモデルとして示されていますが、県主催の研修会は初

めてであったこと、新型コロナウイルスの感染防止に配慮したこと、全てオンラインでの実施となったことなどから、まずは開催す
ることを優先し、0.5 日の日程での基礎的な内容としました。 

講義中心とはなりましたが、Zoom のブレイクアウトルーム機能を活用した職種別セッションやグループワーク、EMIS（広
域災害救急医療情報システム）の操作実習も行うことができました。受講者からは、「Zoom でも問題なく、院内で一度
に受講できて良かった」、「県外の DPAT インストラクターの講義を視聴できて良かった」、「DPAT が法律の下に活動し、派
遣時には指揮と連携、安全、情報伝達、情報の評価を行うことなど、基本的なことについて理解することができた」、「コロナ
が落ち着いたら、対面研修を希望する」、「災害を想定した実践的な研修が必要」など多くの意見が寄せられました。                           

～ つづく ～ 

特 集 

  大規模な自然災害や事故、事件などが発生した場合、被災者や支援者に対して、被災地域の都道府県の 
派遣要請により被災地域に入り、精神科医療及び精神保健活動の支援を行うための専門的な精神医療チーム。 
大規模災害等の発生時には、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下し、さらに災害ストレス等により新

たに精神的問題が生じる等、精神保健医療への需要が拡大する。このような災害の場合には、被災地域の精神保
健医療ニーズの把握、他の保健医療体制との連携、各種関係機関等とのマネージメント、専門性の高い精神科医
療の提供と精神保健活動の支援が必要である。 
  このような活動を行うために都道府県等によって組織される、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チ
ームが DPAT である。 

DPAT は、精神科医師、看護師、業務調整員（ロジスティックス：連絡調整、医療活動を行うための後方支援全般を行う者）

の職種を含めた数名で構成される。 
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ＤＰＡＴ（Disaster Psychiatric Assistance Team）：災害派遣精神医療チーム 

令和３年 11 月６日（日）、「新潟県ＤＰＡＴに関する研修会」を障害福祉課主催で開催されました。 
研修プログラムは、p.3 に掲載のとおりです。今回ここでは、研修でも御報告いただいた、さいがた医療センター、 

県立精神医療センターから、DPAT 先遣隊の活動について、紙面で御報告いただくとともに、研修に御参加された 
新潟市こころの健康センターから、DPAT への思いや課題について寄稿していただきました。 
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研修会の様子

 
 

 
 

 

 

 

 

県内における DPAT 体制整備としては、国が養成・登録を行う発災から概ね 48 時間以内に被災した都道府県等にお
いて活動する DPAT 先遣隊が、国立病院機構さいがた医療センター及び県立精神医療センターに組織されており、県とし
ては、国の定めた DPAT 活動要領を基に、令和元年度に新潟 DPAT 設置運営要領を策定し、DPAT 統括者の選任等
の体制整備に努めております。 

今後は、主に県内が被災した際に活動するいわゆるローカル DPAT の登録・養成を進めるとともに、災害時における精神
医療提供体制の維持の観点から、受援体制や備蓄等、災害対応力の向上を図る取組を進め、県内の災害時精神医療
提供体制を構築してまいります。 
 

DPAT のポロシャツ（先遣隊活動用） 
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「DPAT 先遣隊活動報告」 
県立精神医療センター看護部 主任看護師 飯田 亘 

当院は、2019年に厚生労働省委託事業DPAT事務局が主催したDPAT先遣隊研修に医師、看護師２名、精神
保健福祉士の計 4 名が参加、全員が試験に合格し 4 名の DPAT 先遣隊が組織されました。現在では 13 名の先遣隊
隊員が当院に在籍しております。DPAT の主な活動といえば災害派遣が思い浮かぶと思いますが、それだけではなく自分 
たちの病院を守るために、院内の災害発生時の体制整備を行うことも重要な活動です。昨今の自然災害の発生状況 
を考えれば、いつ災害に見舞われてもおかしくはありません。有事の際に、いかに病院の安全を守るかは、日々の準備や訓
練が必要不可欠です。災害の研修では必ず出てくる言葉「災害時は平時の延長線上のことしかできない」は、まさにその
通り だと思います。この言葉を噛み締めながら自助力の向上に努めています。 

では、実際に当院がどのような準備や訓練を行っているのかご紹介します。まずは、院内に災害対策委員会を立ち上
げ、年間スケジュールに基づいて、災害に関する研修や訓練、BCP の策定や修正などに取り組んでいます。BCP とは、 
日本語では事業継続計画と呼ばれ、緊急時に低下する業務遂行能力を補う非常時優先業務を開始するための計画
で、災害拠点病院の指定要件となっています。次に DPAT 隊の装備品の管理です。DPAT 事務局が作成した DPAT 
活動 マニュアルに基づいて、いつ災害が起きても安全に活動できるように装備品の準備をしています。 

このような活動により、当院は2021年3月に新潟県災害拠点精神科病院に指定され、災害時における精神科医療
を提供する上で中心的な役割を担うことになりました。災害拠点の名に恥じぬよう BCP に基づいた災害訓練を年間計画
に沿って実施し、その都度 BCP の精度を高めるようにブラッシュアップを行っています。今年度の 12 月には近隣の看護学
生の協力のもと、約 50 名の患者受け入れを想定した訓練を病院スタッフ総動員で行うことができました。さらに、およそ  
2 カ月に 1 度のペースで災害支援の基礎や、通信機器の使用方法、院外の講師による災害医療に関する講演などを 
実施しています。災害医療は医療スタッフだけで成り立つものではありません。事務部門の協力も必要です。当院の活動
も事務部門の強力なバックアップがあってこそのものです。 

「災害時は平時の延長線上のことしかできない。」この言葉を忘れずに病院全体で災害に備えていこうと思います。 
 

新潟県立精神医療センターにおける災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric Assistance Team:DPAT）
先遣隊のこれまでの活動について報告します。 

大規模自然災害に備えた訓練として大規模地震時医療活動訓練（内閣府主催：令和元年９月）、東北ブロック
DMAT 参集訓練 DPAT 先遣隊訓練（新潟県主催：令和元年 11 月）。感染症対策活動として、新型コロナウイルス
（COVID-19）感染症対応活動（厚生労働省：令和２年２月）になります。 

令和元年度大規模地震医療活動は内閣府が主催となり、令和元年９月７日に行われました。災害想定は、令和元
年９月６日 11 時に都心南部直下地震が発災し、最大震度７でした。被災地の想定は、埼玉県、千葉県、東京都、 
神奈川県であり、実働訓練を実施し当該活動に係る組織体制の機能と実効性に関する検証と、防災関係機関相互の 
協力の円滑化を図る目的で行われました。新潟県からは、新潟県 DPAT２隊（当院の先遣隊）、新潟県福祉保健部が
参加しました。私たち先遣隊は、東葛南部活動拠点本部の船橋市立医療センターに参集し、被災病院の船橋北病院に
派遣され、トリアージ等を実施しました。この訓練では活動拠点本部、DMAT、病院指揮所間での連携に時間がかかり、  
コントローラー判断で赤タグ想定症例が２名死亡しました。DMAT との連携や平時の訓練が課題と考えられました。                                                                 

東北ブロック DMAT 参集訓練は、令和元年 11 月２日～３日に実施され、新潟県 DPAT は 11 月２日に参加しまし
た。当院より先遣隊２隊と、さいがた医療センターより先遣隊１隊、当院よりコントローラー２名が参加しています。 

・・・ つづく ・・・ 

「さいがた医療センターの DPAT 活動」  

国立病院機構さいがた医療センター 南 2 病棟 副看護師長 佐藤 暁 
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災害想定は、令和元年 11 月１日 11 時に、新潟市から小千谷市にかけて南北にのびる長岡平野西緑断層帯で 
マグニチュード８の地震になります。想定被災地は、新潟市、新発田市、県央地域、中越地方の一部でした。DPAT 調 
整本部の設置、新潟県災害対策本部との連携、被災病院の連携、籠城支援、被災病院の受援が主な訓練目標です。
県医療調整本部に DPAT１隊、コントローラー１名、活動拠点本部に先遣隊２隊、コントローラー２名を配置しました。
DPAT 先遣隊は中越医療圏活動拠点本部より、被災想定病院（当院）に派遣しています。DPAT 調整本部では、  
県内精神科病院の被災情報を広域災害救急医療情報システム（Emergency Medical Information System： 
EMIS）上に反映し、搬送用車両の手配、後方転送などの調整を行いました。被災病院では、先遣隊が指揮所を立ち上
げ、50 名のトリアージ、ゾーニング等を行いました。長岡赤十字病院の活動拠点本部より DMAT を派遣し、共同で赤タグ
症例２名の搬送オペレーションを完了しました。しかし 48 名の転送オペレーションが未終了となりました。今後も災害訓練
や、被災病院の受援シミュレーション訓練を重ねていく必要があると思われます。 

DPAT 新型コロナウイルス感染症対応活動では、厚生労働省の依頼により新潟県 DPAT１隊が令和２年２月 17 日
～20 日まで派遣されました。派遣先は、埼玉県和光市にある税務大学校で、武漢チャーター便で帰国した入寮者、クル
ーズ船から下船した方へのメンタルヘルス支援、また派遣先で活動している支援者へのサポートを行いました。税務大学校
には、各省庁からの支援、医療関係機関が入って活動していました。医療班は DMAT、自衛隊、厚生労働省、DPAT で
主に構成され、情報共有、連携・協力して活動しました。高齢者の健康チェック、ハイリスク者への継続支援、相談、PCR
検査等を感染対策しながら活動を行いました。以上が活動報告になります。 

本稿では、当院での DPAT 先遣隊活動に関して、報告しました。他の自治体 DPAT 先遣隊との連携、災害時にカウン
ターパートとなる DMAT、日赤医療救護班、自衛隊等、防災関係機関との連携は平時からの準備が重要であり、災害訓
練を継続していく必要があると思います。 

また、新潟県内でもローカルDPAT研修など災害対策に関する普及活動が求められており、今後の課題と考えられます。 

災害時精神保健医療支援における新たな課題と「DPAT に関する研修会」 
新潟市こころの健康センター 所長 福島 昇 

災害派遣精神科医療チーム（DPAT）は、東日本大震災の経験を踏まえ、2013 年に創設されました。その後、熊本
地震や西日本豪雨など様々な災害で活動し、支援経験が蓄積されたことで、精神保健医療支援における新たな課題が
明らかになってきました。 

その一つは受援の問題です。災害時には、DPAT を含む多様なチームが被災地に集まりますが、多くの外部支援が一気
に集中し、被災自治体のキャパシティを超えてしまうと、被災地が混乱し支援に悪影響を及ぼしかねません。DPAT が円滑
に活動するためには、DPAT 側の準備だけでなく、被災自治体での DPAT 受け入れ体制の整備が必要となります。 

もう一つの課題は、地元支援者を主体とする災害支援体制の構築です。DPAT の活動期間は長くても数か月ほどであ
り、近年頻発している水害などの局所災害では、DPAT の派遣に至らないこともあります。一方、災害が被災者の心身に与
える影響は、局所災害であっても深刻であり、数年から数十年に及ぶこともあります。DPAT は非常時における一時的な救
援者であって、長期に渡る被災者支援の主役となるのは、やはり地元医療機関や市町村などの支援者なのです。 

今後は、DPAT の整備を進めると同時に、地域の支援者が主体となり、長期的な視点でメンタルヘルス支援を考え、実
施できる体制が求められています。 

今回の研修会には、県内の医療機関や市町村担当者など、多くの方々が参加されていました。県全体では初めての
DPAT 研修として意義深いものでしたが、それだけでなく、受援体制と地元支援者主体の支援体制の構築に向けた第一
歩としても大きな意味があったと考えます。 

新潟市としては、これらの新たな課題を踏まえた総合的な災害時精神保健医療支援体制の構築に向けて、県と協力し
取り組んで行きたいと考えておりますので、関係者の皆様におかれましては、引き続きご理解とご協力の程よろしくお願いいた
します。 
 



 
 

 

  

○「こころのケア」とは？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ストレスを抱えている方とのコミュニケーション 

・相手の辛さや不安に耳を傾ける。 
・話を聴く、話をするのは、相手の気持ちを落ち着かせるため。 
・穏やかにやさしい声で、時々目を合わせながら、安全である 
こと、援助のためにいることを知ってもらう。 
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治療介入 

▷医療従事者におきる道徳的傷つき（Moral injury） 
・新型コロナウイルス感染症によって、それまでの通常とは

全く異なる対応を強いられるとともに、通常のケア（手厚い
看取り、家族の交流支援）ができない心理的苦痛。 
・献身的・積極的に対応しても誹謗中傷の対象となる。 

▷セルフケアへの支援 
 https://pfasw.japmhn.jp/ 

▷支援者支援：ラインケア 
 ・組織が個人を守ること～組織の長が支援者支援の開始
の宣言から始める。 
 →所属組織への安心感と信頼につながり、個人の援助希
求行動につながる。 
・ラインケアは、職員を守るだけでなく、組織の経営の持続を
守る。→職員のためであり、組織のためでもある。 

レベル１ レベル２ レベル３ 

心理社会支援 心理的回復 

大きな悲劇があると自分を責めやすくなる 
・サバイバーズギルト 

 →自分が生き残ってしまったことへの負い目や罪悪感が出る 
・英雄的に振る舞えなかったことに対しての自責の念 

共通した心理状態（コアになる部分） 
・基本的な安心感、自分・他者への信頼感を失っている。 
・人間関係、絆が悪化している。 

からだとこころに配慮した対応 
・精神的ダメージに加えて身体的ダメージも受ける。特に高齢者。 
・精神的ケアを前面に出さずに、身体からのアプローチも重要。 

ソーシャルサポート（社会的支援） 
情緒的
共感や愛情の
提供 

道具的
物やサービスの
提供 

情報的
必要なアドバイス
や情報の提供 

評価的
肯定的な評価の
提供 

基本的な対応の姿勢 
・秘密の保持、プライバシーの配慮 
・支援を押しつけない、見守ることも重要、無理に話させない 
・多くの人は自分からケアを求めたがらないことを知っておく 
→受援力の強化（安心して援助を受けていいことを啓発） 

 

◆自殺の基本認識 
 ・自殺は追い込まれた末の死 →心理的狭窄 
・自殺は防ぐことができる 
・自殺を考えている人はサインを発している 

◆危機対応のための４STEP 
 
 
 

STEP１：対象の認識～自殺のサインの認識は支援の出発点 
・支援者がどれだけサイン（直接的・間接的）に気づけるか 
・サインに対する感度を上げる 
STEP２：初期対応～信頼の構築、傾聴、情報収集 

 ・調査的に聞かず、相手が語るストーリーを大切にする 
 ・相手の思考の流れを止めない。危険因子を強調しすぎな 
いで聴く 
STEP３：危険度評価～自殺念慮、危険／保護因子、問題 

解決志向性の確認 
 ・自殺の計画の具体性、手段の検討の確認 
・自殺念慮の出現時期・持続性の確認、等 
STEP４：具体的支援～適切な問題解決の選択、地域資源 

につなぐ 
・相談者の抱える問題を共有し介入できそうな問題を取り 
上げる 

令和３年 10 月 28 日、日本精神保健福祉士協会主催の令和３年度こころの健康づくり対策事業「心のケア相談
研修」にオンラインで受講しました。学んだことの一部をご紹介します。（一部研修資料を引用しております） 

 

大事なことは･･･害を与えないこと Do No Harm 

「心のケア相談研修」に参加して 

 

 

対象の認識 初期対応 危険度評価 具体的支援 

本人の暮らしや望む
ことを支援、心理的
保護、社会的支援 

一定の症状がある
方へ対処スキルの
コーチ等 

症状が重く改善し
ない場合、診断・
治療 

（支援者、家族 
や友人による） 

（スキルのある医療
関係者による） 

（精神医療の 
専門職による） 
 

「予防的観点からの心のケア」 
 

「新型コロナウイルス感染症にかかる心のケア」 
 

「自然災害、犯罪被害、事故における心のケア」 
 

「自殺防止にかかる心のケア」 
 



 
 

 
 
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜近年の新潟県の依存症対策に関する動き＞ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

依存症支援に関して 

コロナ禍でストレスがたまりやすい今、セルフケアやリラクゼーションをご紹介します 

Topics お知らせ① 
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平成 31 年３月に新潟県アルコール健康障害対策推進計画が策定し、現在 
は、新潟県ギャンブル等依存症対策推進計画の策定を進めているところです。 
医療体制の整備として、依存症の専門医療機関・治療拠点機関を選定し、 

相談体制の整備として、アルコールについては平成 31 年３月に、薬物、 
ギャンブル等については、令和３年３月に新潟県精神保健福祉センターを 
依存症相談拠点に位置づけ、当事者・家族支援や支援者研修に取り組んで 
います。 
また令和２年度にアルコール依存症についての関心と正しい理解を深めるため、 

依存症治療拠点であるさいがた医療センター監修のもと、啓発動画（「依存症の大誤解」）を作成しました。 

ｍini-Colum 

 県内では、すでに多くの機関・団体が依存症に関する支援に携わっておられます。 
 当所では、それぞれの機関・団体についてご紹介するとともに、関係機関の連携を深め、さらに支援が必
要な方に情報が届くようにするため、令和３年度中に「新潟県依存症支援機関情報マップ（仮称）」を
作成予定です。作成にご協力いただいております機関・団体の皆さまには、この場を借りてお礼申し上げ
ます。完成しましたら、関係の機関・団体にお配りいたします。 

精神保健福祉センター入口の看板 
 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

「みんなで考える発達障害者支援」  

新潟県精神医療・保健・福祉関係者合同実践セミナーのご案内 

 

記事：アルコールの問題でお困りではありませんか？ 

会場参加でも 
Zoom でも 

依存症に関するホームページをリニューアルしました 
新潟県精神保健福祉センターの依存症に関するホームページのアルコール依存症に関する記事をリニューアルしました。 
お時間のある時にご覧ください。 

定員 会場参加：200 人、Zoom 参加：100 人 

ほかにも、「ギャンブル等の問題でお困りではありませんか？」、
「薬物依存について」の記事を掲載しています。 

ホームページから～ 

＊メンタルクリニック・ダダ 

静岡県浜松市内に所在し、乳幼

児、児童思春期～青年期、更年期ま

で対応。 

乳幼児から社会復帰までをマネ

ージメント、地域での生活を支える

ことを法人理念とした多機能型精

神科診療所で、同法人には就業・生

活支援センター、就労支援事業所、

地域活動支援センター、グループホ

ームなど多数の事業所をもつ。 

午前  基調講演（リモートによる講演）   午後  シンポジウム（会場から） 
講師：大嶋 正浩 先生           シンポジストから報告 
（医療法人社団至空会 理事長         ▷精神科医療の立場から 
メンタルクリニック・ダダ 院長）           杉本 篤言 先生（精神科医師） 

▷相談支援の立場から 
 阿部 勝良 氏（相談センターハート アドバイザー） 

▷就労支援の立場から 
  山田 充弘 氏（新潟障害者職業センター 主任障害者職業カウンセラー） 

               ▷当事者の立場から 
  ご本人（録画によるリモート配信） 
座長 佐野 英孝 先生（白根緑ヶ丘病院 院長） 

○ 日時：令和４年２月 18 日（金） 午前 10 時 30 分～午後４時 
○ 会場：新潟ユニゾンプラザ 多目的ホール 
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・依存症相談拠点・相談窓口 
・依存症専門医療機関 
・節度ある適度な飲酒とは 
・アルコール消費の現状（「国税庁都道府県別酒
類販売（消費）数量」より） 
・アルコールスクリーニングテストリンク集 
・節酒カレンダーアプリ等（健康おきなわ 21）への 
リンク 
等を掲載しています。 

申込 

○ 主催：新潟県精神医療機関協議会・新潟県精神障害者家族会連合会・新潟県精神保健福祉士協会・ 
        新潟県精神障害者社会福祉施設協議会・新潟県精神保健福祉センター 

申込〆切：令和４年２月９日（水）まで 

Topics お知らせ② 

※参加方法によって申込の方法が異なりますので
ご注意ください。 

テーマ 


